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４月１日

法
定
合
併
協
議
会
を
設
立

法
定
合
併
協
議
会
を
設
立

１
市
２
町
の
合
併
へ
向
け
て
新
た
な
出
発

▲ 市役所玄関前に合併協議会の看板を掲げる会長の堀泰一郎・小林市長と副会長の日
高光浩・高原町長、長瀬道大・野尻町長（写真左から）

小
林
市
、
高
原
町
、
野
尻
町
の
１
市
２
町
は
、
合
併
新
法
の
期
限
と
な
る
平
成
22
年
３
月
ま
で

の
合
併
を
前
提
に
、
４
月
１
日
に
法
定
合
併
協
議
会
「
小
林
市
・
高
原
町
・
野
尻
町
合
併
協
議
会
」

を
設
立
し
ま
し
た
。
４
月
17
日
に
第
１
回
協
議
会
を
開
催
し
、
今
後
、
合
併
に
つ
い
て
の
具
体

的
な
協
議
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

小
林
市
長　

堀
泰
一
郎

　

近
年
、
国
の
厳
し
い
財
政
状
況

や
急
速
に
進
む
少
子
高
齢
化
な
ど
、

市
町
村
を
取
り
巻
く
状
況
が
ま
す

ま
す
厳
し
く
な
る
中
、
地
方
分
権

の
推
進
や
道
州
制
の
議
論
が
活
発

化
す
る
な
ど
、
私
ど
も
市
町
村
は

将
来
に
向
け
て
、
今
ま
さ
に
大
き

な
変
革
の
時
期
を
迎
え
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

　

住
民
に
最
も
身
近
な
基
礎
的
自

治
体
で
あ
り
ま
す
市
町
村
に
は
、

広
域
化
す
る
生
活
圏
や
経
済
圏
に

対
応
し
た
ま
ち
づ
く
り
や
高
度
な

住
民
サ
ー
ビ
ス
、
ま
た
、
地
方
分

権
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
行
財
政
基

盤
の
強
化
や
自
治
能
力
の
向
上
な

ど
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
市
町
村

合
併
は
そ
の
有
効
な
方
策
の
一
つ

で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
西
諸
地
域
で
は
旧
合
併

特
例
法
下
で
の
合
併
を
目
指
し
、

平
成
16
年
４
月
に
１
市
２
町
１
村

で
の
法
定
合
併
協
議
会
を
設
置
し

協
議
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、

協
議
が
不
調
に
終
わ
り
誠
に
残
念

な
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

　

小
林
市
と
し
ま
し
て
は
、
平
成

18
年
３
月
20
日
に
旧
須
木
村
と
の

新
設
合
併
に
よ
り
新
生
小
林
市
が

誕
生
し
、
新
市
建
設
計
画
に
基
づ

く
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
に
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
高
原
町
、
野

尻
町
の
住
民
説
明
会
等
で
の
地
域

住
民
の
皆
様
の
ご
意
向
を
受
け
、

両
町
か
ら
並
々
な
ら
ぬ
ご
決
意
と

ご
英
断
の
上
で
、
昨
年
12
月
に
小

林
市
に
法
定
合
併
協
議
会
設
置
の

申
し
入
れ
が
あ
り
ま
し
た
。
私
ど

も
小
林
市
と
し
ま
し
て
も
市
議
会

の
ご
理
解
を
得
ま
し
て
、
そ
の
ご

決
意
を
真
摯
に
受
け
止
め
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
と
し
、
本
年
３
月

６
日
に
１
市
２
町
の
首
長
が
、
合

併
を
前
提
と
し
た
法
定
合
併
協
議

会
設
置
に
対
す
る
最
終
意
向
確
認

と
確
認
書
の
調
印
を
行
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

１
市
２
町
で
は
３
月
議
会
に
お

い
て
法
定
合
併
協
議
会
設
置
議
案

と
予
算
関
連
議
案
を
提
案
し
、
審

議
の
結
果
、
各
議
会
で
議
案
が
可

決
さ
れ
、
議
会
で
の
議
決
を
受
け

４
月
１
日
に
法
定
合
併
協
議
会
を

設
置
し
、
翌
２
日
に
県
知
事
へ
の

法
定
合
併
協
議
会
設
置
の
届
出
を

完
了
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
法
定
合
併
協
議
会
で
は
、

前
回
の
協
議
経
過
や
結
果
を
検
証

し
、
１
市
２
町
の
歴
史
や
文
化
・

伝
統
を
尊
重
し
な
が
ら
、
ま
た
健

全
財
政
や
行
政
改
革
の
視
点
を
十

分
踏
ま
え
、
合
併
に
関
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
項
目
に
つ
い
て
、
お
互
い

に
納
得
い
た
だ
け
る
よ
う
、
真し
ん
し摯

に
協
議
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

本
日
ご
提
案
す
る
事
項
は
、
平

成
22
年
３
月
ま
で
の
合
併
新
法
下

で
の
合
併
を
前
提
と
し
た
も
の
で

あ
り
、
協
議
会
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

と
し
ま
し
て
は
、
今
年
の
10
月
ま

で
に
協
議
を
終
了
し
、
１
市
２
町

が
合
併
の
是
非
を
判
断
し
た
上
で
、

各
議
会
で
の
議
決
を
経
て
県
知
事

に
申
請
す
る
と
い
う
、
前
回
よ
り

会
長
あ
い
さ
つ
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も
は
る
か
に
短
期
間
で
の
協
議
と

な
り
ま
す
。
委
員
の
皆
様
方
に
は

大
変
ご
苦
労
を
お
か
け
い
た
し
ま

す
が
、
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き

ま
し
て
、
協
議
会
の
運
営
に
特
段

の
ご
協
力
を
賜
り
た
い
と
存
じ
ま

す
。副

会
長
あ
い
さ
つ

高
原
町
長　

日
高
光
浩

　

高
原
町
に
お
き
ま
し
て
は
、
国

の
地
方
分
権
の
推
進
、
少
子
・
高

齢
化
の
進
行
、
広
域
的
行
政
課
題

へ
の
対
応
、
厳
し
い
財
政
状
況
へ

の
対
応
等
を
踏
ま
え
、
合
併
は
避

け
て
通
れ
な
い
と
の
認
識
の
下
で

町
民
へ
の
情
報
提
供
や
説
明
会
を

開
催
し
て
参
り
ま
し
た
が
、
概
ね

町
民
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
も
の
と
判
断
し
、
野
尻
町
長
さ

ん
と
共
に
小
林
市
長
さ
ん
に
合
併

協
議
会
設
置
の
お
願
い
を
し
ま
し

た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

小
林
市
長
さ
ん
と
小
林
市
議
会

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
両
町
の
申

入
れ
を
快
く
お
受
け
い
た
だ
き
、

去
る
４
月
１
日
に
「
小
林
市
・
高

原
町
・
野
尻
町
合
併
協
議
会
」
が

設
置
さ
れ
、
本
日
の
第
１
回
目
の

協
議
会
開
催
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
場
を
お
借
り
し

ま
し
て
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
。

　

さ
て
、
市
町
村
合
併
は
、
関
係

住
民
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
か
ら
、
合
併
協
議
会
に

お
い
て
地
域
住
民
の
福
祉
の
向
上

に
資
す
る
か
否
か
を
公
正
か
つ
慎

重
に
検
討
し
、
合
併
後
の
将
来
に

つ
い
て
の
計
画
を
作
成
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
こ
の
協
議
会
に
お
き
ま

し
て
合
併
に
関
す
る
多
く
の
項
目

に
つ
い
て
協
議
を
お
願
い
す
る
こ

と
に
な
り
、
皆
様
方
に
も
大
き
な

ご
負
担
を
お
掛
け
す
る
こ
と
と
な

り
ま
す
が
、
将
来
に
渡
り
西
諸
地

域
の
一
体
的
な
均
衡
あ
る
発
展
を

推
進
し
て
い
く
上
か
ら
も
皆
様
方

の
真し
ん
し摯
な
協
議
を
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

副
会
長
あ
い
さ
つ

野
尻
町
長　

長
瀬
道
大

　

こ
の
度
、
小
林
市
、
高
原
町
、
野

尻
町
に
よ
り
ま
す
法
定
合
併
協
議
会

が
設
置
さ
れ
、
大
変
あ
り
が
た
く

思
っ
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

皆
様
ご
案
内
の
と
お
り
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
先
の
１
市
２
町
１
村

に
よ
り
ま
す
法
定
協
に
お
き
ま
し

て
は
、
野
尻
町
は
諸
般
の
事
情
に

よ
り
途
中
離
脱
す
る
こ
と
に
な
り
、

１
市
１
町
１
村
の
皆
様
方
に
多
大

な
る
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
、
大
変

申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
る
次
第
で

あ
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、
当
町
は
自
立
の
道
を

模
索
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
結
果
、

７
〜
８
年
は
何
と
か
自
立
で
行
け

る
と
判
断
い
た
し
ま
し
た
が
、
し

か
し
、
自
治
体
を
取
り
巻
く
環
境

は
年
を
追
う
ご
と
に
厳
し
く
な
り
、

10
年
後
あ
る
い
は
20
年
後
の
将
来

を
見
す
え
た
時
に
非
常
に
厳
し
い

も
の
が
あ
り
、
今
、
合
併
し
て
お

か
な
い
と
必
ず
や
禍か
こ
ん根
を
残
す
と

い
う
強
い
思
い
の
下
、
町
民
各
位

に
そ
の
必
要
性
を
訴
え
て
ま
い
り

ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
大
方
の
町
民
に
ご

理
解
い
た
だ
き
、
去
る
３
月
議
会

に
お
き
ま
し
て
法
定
協
設
置
の
議

案
が
賛
成
多
数
を
も
っ
て
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
小
林
市
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
高
原
町
、
野
尻
町
の
申
し
入
れ

を
温
か
く
受
け
入
れ
て
い
た
だ
き
、

感
謝
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

さ
て
、
合
併
さ
え
す
れ
ば
各
市

町
村
が
抱
え
て
い
る
諸
課
題
で
あ

り
ま
す
財
政
問
題
、
地
方
分
権
の

受
け
皿
、
少
子
高
齢
化
、
過
疎
化

等
々
の
問
題
が
た
だ
ち
に
解
決
さ

れ
る
か
、
サ
ー
ビ
ス
が
目
に
見
え

て
向
上
す
る
か
と
い
う
と
、
そ
う

い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
な
い
と
思

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
人
口
が
増
え
経
済
が

拡
大
し
税
収
も
増
え
た
の
は
昔
の

話
で
あ
り
、
こ
の
ま
ま
合
併
せ
ず

自
立
で
行
く
と
す
る
な
ら
ば
、
課

題
の
解
決
は
な
お
さ
ら
難
し
く
な

り
、
サ
ー
ビ
ス
は
よ
り
低
下
し
て

い
く
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
も
、
道
路
特
定
財
源
や
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
な
ど
で
大
変

に
混
乱
し
て
お
り
ま
す
が
、
今
後
、

今
以
上
に
必
ず
や
来
る
で
あ
ろ
う

幾
多
の
困
難
を
克
服
す
る
た
め
に

足
腰
の
強
い
し
っ
か
り
と
し
た
自

治
体
を
作
り
上
げ
て
お
く
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
の

手
段
と
し
て
合
併
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

　

小
林
市
を
中
心
と
し
た
西
諸
地

域
は
、
霧
島
連
山
の
北
麓
に
あ
り

自
然
豊
か
で
地
理
的
に
も
恵
ま
れ
、

ま
た
人
情
に
も
厚
く
多
く
の
人
材

も
輩
出
し
て
お
り
ま
す
。

　

３
人
寄
れ
ば
文も
ん
じ
ゅ殊
の
知
恵
と
言

い
ま
す
が
、
西
諸
地
域
の
３
つ
の

自
治
体
が
合
併
す
る
な
ら
ば
、
必

ず
や
他
の
自
治
体
に
負
け
な
い
基

礎
の
し
っ
か
り
し
た
立
派
な
自
治

体
に
成
り
得
る
と
思
い
ま
す
。

　

な
お
、
合
併
協
議
を
進
め
て
い

く
上
で
堀
市
長
さ
ん
も
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
よ
う
に
、
主
張
す
べ
き

は
主
張
す
る
も
の
の
、
お
互
い
譲

り
合
う
精
神
が
肝
要
と
思
い
ま
す
。

　

我
田
引
水
に
な
ら
な
い
よ
う
十

分
留
意
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

前
回
の
轍て
つ

を
踏
む
こ
と
の
な
い

よ
う
不
退
転
の
決
意
で
臨
ん
で
お

り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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合
併
の
方
式
は
編
入
合
併
、新
市
名
称
は「
小
林
市
」

合
併
の
方
式
は
編
入
合
併
、新
市
名
称
は「
小
林
市
」

合
併
新
法
の
期
限
で
あ
る
平
成
22
年
３
月
31
日
ま
で
の
合
併
を
目
指
す

４
月
17
日
、
小
林
市
中
央
公
民
館
に
お
い
て
、
第
１
回
協
議
会
を
開
催
し
、
委
嘱
状
交
付
、
委
員
紹
介
が
行
わ
れ
、
報
告
事
項
８

件
の
説
明
と
協
議
事
項
15
件
の
協
議
・
承
認
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

報
告
事
項

協
議
会
の
設
置
ま
で
の
経
緯
に
つ

い
て

　

小
林
市
・
高
原
町
・
野
尻
町
合

併
協
議
会
の
設
置
に
至
っ
た
経
緯

に
つ
い
て
報
告
し
ま
し
た
。

 

協
議
会
規
約
及
び
協
議
書
に
つ

い
て

　

協
議
会
の
組
織
や
事
務
な
ど
を

定
め
た
「
規
約
」
と
、
1
市
2

町
の
首
長
が
協
議
会
の
運
営
に
必

要
な
事
項
を
ま
と
め
た
「
協
議
書
」

に
つ
い
て
、
説
明
と
報
告
を
し
ま

し
た
。

幹
事
会
規
程
に
つ
い
て

　

幹
事
会
の
組
織
や
運
営
に
関
し

て
必
要
な
事
項
を
定
め
た
、「
幹
事

会
規
程
」
の
説
明
と
報
告
を
し
ま

し
た
。

専
門
部
会
規
程
及
び
分
科
会
規
程

に
つ
い
て

　

幹
事
会
の
下
に
設
置
す
る
専
門

部
会
及
び
分
科
会
の
組
織
や
運
営

に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
た
、

平成18年 8月 23日
住民発議による直接請求を受けた高原町長が、小林市長に対
し、法定合併協議会設置について市議会への付議を照会。

 11月 7日
小林市長が高原町長に対し、町民への説明・情報不足などを理
由に、法定合併協議会設置を市議会へ付議しない旨を回答。
同時に合併協議の条件として、編入合併など4項目を提示。

平成19年 6月 7日 小林市長、高原町長、野尻町長が合併に関して意見交換。
 12月 5日 高原町長、野尻町長が小林市長に対し住民説明会の状況を報告

 12月 9日
合併フォーラム（小林青年会議所主催）を小林市文化会館にお
いて開催。

 12月 27日
高原町長、野尻町長が小林市長に対し、大半の住民の理解が得
られたとして、法定合併協議会設置の申し入れを行う。

平成20年 1月 25日
小林市議会全員協議会において、編入合併とすることなど 8項目
の確認事項を了承。高原町、野尻町に対して確認事項を回答する。

 3月 6日 小林市長、高原町長、野尻町長が合併協議確認書に調印。
 3月 19日 高原町・野尻町両議会において合併協議会設置議案を可決。
 3月 21日 小林市議会において合併協議会設置議案を可決。
 4月 1日 法定合併協議会を設置。

●合併協議会設置までの経緯

第１回
協議会
報 告
４月17日

▲ 左上：あいさつする堀会長、右上：小林市選出委員、左下：高原町選出委員、右下：野尻町選出委員
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「
専
門
部
会
規
程
」
及
び
「
分
科
会

規
程
」
の
説
明
と
報
告
を
し
ま
し

た
。

事
務
局
規
程
に
つ
い
て

　

協
議
会
の
全
般
的
な
事
務
を
行

う
事
務
局
の
職
務
な
ど
に
関
し
て

必
要
な
事
項
を
定
め
た
、「
事
務
局

規
程
」
の
説
明
と
報
告
を
し
ま
し

た
。

財
務
規
程
に
つ
い
て

　

協
議
会
の
予
算
や
決
算
、
収
入

及
び
支
出
の
手
続
き
な
ど
、
財
務

の
取
扱
い
に
関
し
て
必
要
な
事
項

を
定
め
た
、「
財
務
規
程
」
の
説
明

と
報
告
を
し
ま
し
た
。

委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
規
程
に
つ
い
て

　

協
議
会
の
委
員
の
報
酬
な
ど
に

つ
い
て
定
め
た
規
程
の
説
明
と
報

告
を
し
ま
し
た
。

組
織
体
制
に
つ
い
て

　

協
議
会
の
組
織
体
制
に
関
し
て

説
明
と
報
告
を
し
ま
し
た
。

　

委
員
名
簿
に
つ
い
て
は
７
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

協
議
事
項

会
議
運
営
規
程
に
つ
い
て

　

協
議
会
の
会
議
は
原
則
公
開
を

基
本
方
針
と
し
、
議
事
の
進
行
、

会
議
録
の
作
成
な
ど
、
会
議
の
運

営
に
つ
い
て
定
め
た
規
程
が
、
原

案
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

会
議
傍
聴
要
領
に
つ
い
て

　

会
議
傍
聴
の
留
意
事
項
に
つ
い

て
定
め
た
要
領
が
、
原
案
の
と
お

り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

小
委
員
会
設
置
規
程
に
つ
い
て

　

協
議
会
か
ら
付
託
さ
れ
た
事
項

に
つ
い
て
調
査
・
審
議
な
ど
を
行

う
小
委
員
会
を
設
置
す
る
た
め
の

規
程
が
、
原
案
の
と
お
り
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

会
議
録
閲
覧
等
規
程
に
つ
い
て

　

会
議
録
の
閲
覧
や
写
し
の
交
付

に
つ
い
て
定
め
た
規
程
が
、
原
案

の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
20
年
度
事
業
計
画
に
つ
い
て

　

平
成
20
年
度
の
合
併
協
議
の
内

容
、
新
市
基
本
計
画
の
策
定
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
な
ど
を
盛
り
込

ん
だ
事
業
計
画
が
、
原
案
の
と
お

り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
20
年
度
予
算
に
つ
い
て

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
3
千
9
百

万
円
と
す
る
予
算
が
、
原
案
の
と

お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

事
業
計
画
と
予
算
に
つ
い
て
は
、

６
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

協
議
会
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

　

協
議
会
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
、

原
案
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
７

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

合
併
協
定
項
目
に
つ
い
て

　

本
協
議
会
で
協
議
す
る
合
併
協

定
項
目
に
つ
い
て
、「
基
本
的
協
定

項
目
」
５
項
目
、「
合
併
特
例
法
に

規
程
さ
れ
て
い
る
項
目
」
６
項
目
、

「
そ
の
他
必
要
な
協
定
項
目
」
14
項

目
の
計
25
項
目
を
提
案
し
、
承
認

さ
れ
ま
し
た
。
合
併
協
定
項
目
に

つ
い
て
は
、
左
下
の
表
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

事
務
事
業
一
元
化
の
基
本
的
な
考

え
方
に
つ
い
て

　

事
務
事
業
の
一
元
化
に
あ
た
っ

て
、
調
整
案
を
策
定
す
る
た
め
の

基
本
的
な
考
え
方
と
調
整
方
針
の

分
類
方
法
に
つ
い
て
、
承
認
さ
れ

ま
し
た
。

合
併
の
方
式
に
つ
い
て

　
「
高
原
町
、
野
尻
町
の
全
区
域
を

小
林
市
の
区
域
に
編
入
す
る
『
編

入
合
併
』と
す
る
」こ
と
を
提
案
し
、

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

合
併
の
期
日
に
つ
い
て

　
「
合
併
の
期
日
に
つ
い
て
は
、『
市

町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法

律
（
合
併
新
法
）』
の
期
限
で
あ
る

平
成
22
年
３
月
31
日
ま
で
に
合
併

す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
す
る
」

こ
と
を
提
案
し
、
承
認
さ
れ
ま
し

た
。

新
市
の
名
称
に
つ
い
て

　
「
新
市
の
名
称
は
、『
小
林
市
』

と
す
る
」
こ
と
を
提
案
し
、
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て

「
・
新
市
の
事
務
所
の
位
置
は
、
現

在
の
小
林
市
役
所
（
小
林
市
大
字

細
野
３
０
０
番
地
）
と
す
る
。

・
編
入
さ
れ
た
現
在
の
高
原
町
役

場
、
野
尻
町
役
場
の
位
置
に
総
合

支
所
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
高
原
庁

舎
、
野
尻
庁
舎
と
呼
称
す
る
。

・
現
在
の
紙
屋
支
所
に
つ
い
て
は
、

出
張
所
と
す
る
」
こ
と
を
提
案
し
、

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

小
委
員
会
付
託
事
項
に
つ
い
て

　
「
議
会
議
員
・
農
業
委
員
会
委
員

の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
」、「
新

市
基
本
計
画
・
地
域
自
治
区
等
の

設
置
の
検
討
」
に
係
る
協
議
に
つ

い
て
小
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と

を
提
案
し
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

新
市
基
本
計
画
策
定
方
針
に
つ
い
て

　
「
市
町
村
合
併
の
特
例
に
関
す
る

法
律
（
合
併
新
法
）」
に
基
づ
い
て

策
定
す
る
新
市
基
本
計
画
に
つ
い

て
、
５
項
目
の
指
針
な
ど
が
原
案

の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

新
市
基
本
計
画
策
定
方
針
に
つ
い

て
は
、６
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

合併協定項目
●　基本的協定項目
1 合併の方式
2 合併の期日
3 新市の名称
4 新市の事務所の位置
5 財産及び債務の取扱い

●　合併特例法に規定されている協定項目
6 議会議員の定数及び任期の取扱い
7 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
8 地方税の取扱い
9 一般職の職員の身分の取扱い
10 新市基本計画
11 地域自治区等の取扱い

●　その他必要な協定項目
12 特別職の職員の身分の取扱い
13 条例、規則等の取扱い
14 事務組織及び機構の取扱い
15 一部事務組合等の取扱い
16 使用料、手数料等の取扱い
17 公共的団体等の取扱い
18 補助金、交付金等の取扱い
19 自治会・行政連絡機構の取扱い
20 町名・字名の取扱い
21 慣行の取扱い
22 国民健康保険事業の取扱い
23 介護保険事業の取扱い
24 消防団の取扱い
25 各種事務事業の取扱い
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平成20年度事業計画
１会議の開催
　❶協議会の開催
　・第１回の協議会を４月１７日に小林市で開催
　・会議開催日及び開催時間の原則
　　開催日毎月第４木曜日 ただし、第５木曜日がある場合は第
　　５木曜日
　　に開催する
　　会議時間午後１時３０分～
　❷幹事会の開催
　・協議会前に、協議会提案事項について協議、調整を行う。
　❸専門部会・分科会の開催
　・ 事務事業の一元化にあたって、事業や制度の比較検討を行

い、課題や問題点を抽出、整理し、協議会に提出する調整
案を策定する。

　❹小委員会の開催
　協議会から付託された事項について、調査、審議を行う。
　・議会議員・農業委員会委員の定数及び任期等の取扱い小委
　　員会
　・新市基本計画・地域自治区等設置検討小委員会
２情報提供及び広報啓発活動の実施
　❶協議会ホームページの開設
　・ 協議内容や議事録等を公表するとともに、協議会傍聴案内

等も行い、広く情報提供を行う。

　❷協議会だよりの発行
　・ 合併協議会での協議内容、進捗状況等を広く情報提供する

こととし、各世帯（約23,000世帯）に配布する。協議会開
催後に発行予定。

　❸新市基本計画(概要版)の配布
　・ 新市基本計画の概要版を作成し、各世帯(約23,000世帯)に配

布し、住民の理解を深める。
　❹先進地視察研修の実施
　・ 専門部会及び小委員会の円滑な運営と調整作業の効率化を

図るため、先進地視察研修を実施する。
３調査・研究事業
　❶条例・規則等の調査及び一元化
　・ 行政制度・事務事業の調整結果を基に、現在の小林市の制

度を基本とし調整を行う。
　❷電算システム調査及び構築
　　 電算システムの統合に向けて、システム及びプログラムの

調査及び統合計画を作成する。
　❸新市基本計画の作成
　・ 新市の将来を展望した長期的視野にたったまちづくり計画

や合併した場合の財政見通し等の財政計画を作成する。
４その他の事業
　合併協定項目の検討
　合併協定項目について、協議を行う。

新市基本計画の策定方針
１．計画策定の趣旨
　本計画は、小林市、高原町、野尻町（以下「１市２町」とい
う。）が持つそれぞれの地域の自然や環境に配慮するとともに、
歴史・文化・伝統等を尊重し、１市２町が合併した場合のまち
づくりの基本方針を定め、各市町の総合計画を踏まえて総合的
な基本計画を策定するものとする。
　これにより、１市２町の速やかな一体化を促進し、住民福祉
の向上と新市全体の均衡ある発展を図る具体的な施策の方向
を示すものとする。

２．計画策定の指針
（１ ）合併後の新市の施策については、有効性・効率性や緊急性・

地域性などを十分検証し、真に必要なまちづくりに資する
事業を選定する。

（２ ）単にハード面の整備充実だけでなく、ソフト面にも十分
配慮した計画とする。

（３ ）公共施設の統合整備については、住民生活に急激な変化
を及ぼさないよう十分配慮し、地域性や財政事情等を考慮
しながら行うものとする。

（４ ）地方交付税、国・県補助金、地方債などの依存財源を過大
に見積もらず、健全な財政運営に裏付けられた計画とする。

（５ ）本計画の実施を通して、地域住民の生活水準、文化水準
等を高める役割を担うものとし、併せて行政の組織及び運
営の合理化を図るものとする。

３．計画内容
（１）計画の対象区域
　　１市２町の区域
（２）計画の期間
　　合併後、概ね１０年間について定めるものとする。
（３）計画の構成
　 　本計画は、まちづくりの基本方針、それを実現するための
主要施策、公共的施設の適正配置と整備、財政計画を中心と
して構成する。

（４）財政計画
　❶策定の趣旨
　 　財政計画は、新市基本計画に定められた施策を計画的に実
施していくために、今後の財政見通しを明らかにするととも
に、長期的展望に立って、限られた財源の効率的な運用を図
るなど、適切な財政運営を行うために策定するものである。

　 　このため、財政計画は、現行制度を基本とし、新市の主要施策
を推進するにあたって必要となる財源の見通しと、その重点的・効
率的な配分など、計画的な財政運営を図る指針として策定する。

　❷策定の基本的な考え方
　 　合併後においても健全な財政運営を行うことを基本に策
定するものとし、合併による歳出の削減効果、合併による市
民負担やサービス水準への影響、更に国及び県による合併に
係る財政支援等を反映させて策定するとともに、新市基本計
画を財政面から検証することとする。

平成20年度予算
【歳入】  （単位：千円）

科　目 金　額 説　　明

負担金 38,998

構成団体負担金
　小林市 19,775
　高原町   9,927
　野尻町   9,296

雑　入 2 預金利子、情報公開複写料
合　計 39,000

【歳入】  （単位：千円）
科　目 金　額 説　　明

会議費 4,668 委員報酬・費用弁償、会議録作成手
数料

事務費 14,105 旅費、消耗品、光熱水費など
事業推進費 19,727 業務委託料、協議会だより印刷など
予備費 500
合　計 39,000
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合
併
協
議
会
設
置
（
平
成
20
年
４
月
）

合
併
協
議
会
開
催

合
併
協
定
項
目
、新
市
基
本
計
画
の
確
認
・
決
定

合
併
協
定
書
調
印（
平
成
20
年
11
月
）

関
係
市
町
議
会
の
議
決（
平
成
20
年
12
月
）

協議内
容をお知らせ
するため協議会
だよりを発行
します。

合併に向けて
協議を

していきます
行政サービスなど
各種制度の取扱い
住民負担・行政サービスな
ど各種制度の取扱いをはじ
め、住民福祉の向上や新市
の運営に影響のあるものす
べてを対象として、具体的
に協議していきます。

新市基本計画
新市の将来を展望した長期
的視野に立ったまちづくり
計画と合併した場合の財政
見通し等の財政計画を作成
します。

新
市
誕
生

〈法的手続〉

〈合併準備〉

県
知
事
へ
の
申
請

県
議
会
の
議
決
県
知
事
に
よ
る
合
併
の
決
定

県
知
事
に
よ
る
合
併
の
決
定

県
知
事
に
よ
る
総
務
大
臣
へ
の
届
出

総
務
大
臣
に
よ
る
告
示

電算システムの統合
人事・組織体制の整備
条例・規則等の整備
事務事業の一元化ほか

平
成
22
年
３
月
ま
で

合併協議会のスケジュール

合併協議会委員等名簿
【委　員】

小 林 市 高 原 町 野 尻 町

役　 職 氏　 名 役　 職 氏　 名 役　 職 氏　 名

◎小林市長　 堀　　　泰一郎 ○高原町長　 日　高　光　浩 ○野尻町長　 長　瀬　道　大

小林市議会議長 中屋敷　慶　次 高原町議会議長 入　佐　廣　登 野尻町議会議長 淵　上　貞　継

小林市議会副議長 小　畠　利　春 高原町議会副議長 清　水　公　雄 野尻町議会議員 福　本　誠　作

小林市議会議員 西　道　紀　一 高原町議会議員 前　原　淳　一 野尻町議会議員 杉　元　豊　人

小林市議会議員 久保田　恭　弘 学 識 経 験 者 竹之内　昭　一 学 識 経 験 者 赤　崎　峯　雄

小林市議会議員 首　藤　美也子 学 識 経 験 者 丸　山　　　崇 学 識 経 験 者 見　越　南州男

小林市議会議員 松　元　朝　則 学 識 経 験 者 瀬戸口　美智子 学 識 経 験 者 楠　元　フタミ

学 識 経 験 者 永　野　本　助 学 識 経 験 者 原　田　富　雄 学 識 経 験 者 竹　山　昭　徳

学 識 経 験 者 山　田　福　雄 【顧　問】

学 識 経 験 者 種子田　與　市 宮崎県市町村合併支援室長 坂　本　義　広 宮崎県西諸県農林振興局長 後藤田　悦　男

学 識 経 験 者 坂　本　新　平 【監　事】

学 識 経 験 者 西　岡　長　成 高原町会計管理者 中　園　康　與 野尻町会計管理者 酒　匂　重　成

学 識 経 験 者 下別府　　　明 　◎：会　長、○：副会長
　　(敬称略・順不同 )学 識 経 験 者 高　岩　都津子

学 識 経 験 者 龍　神　豊　美

学 識 経 験 者 坂　下　実千代
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　　 市町村合併は重要な問題
　　 なので、時間をかけて、
じっくりと検討すべきではな
いですか？

Ｑ

　　 地方分権の進展、少子高齢
　　 化、住民ニーズの多様化・
高度化、財政状況の厳しさなど、
市町村の置かれている今の状況
を考慮すると、市町村合併の課
題に結論を出すことは避けられ
ないため、合併は市町村が当面
する最重要課題です｡
　さらに、様々な特例措置を定
めた市町村の合併の特例に関す
る法律 ( 合併新法 ) の期限であ
る平成 22 年３月を目途として、
合併の実現に向けて早急に取組
みを進めることが重要ですの
で、住民の皆さんと市町村、県、
国が一体となって、解決できる
ように努力していかなければな
りません。
　市町村合併は、ある時期の地
方行政の関係者が責任をもっ
て、解決、判断しなければいけ
ない課題で、今がまさにその「あ
る時期」であるといえます。

Ａ

合併協議会・小委員会を傍聴してみませんか。
第３回合併協議会
　日時　平成 20 年６月 26 日（木）午後１時 30 分～
　場所　野尻町農村環境改善センター

第２回議会議員・農業委員会委員の定数及び任期等の取扱い小委員会
　日時：平成 20 年６月 26 日（木）　午前９時 30 分～
　場所：野尻町役場２階大会議室

第２回新市基本計画・地域自治区等設置検討小委員会
　日時：平成 20 年６月 26 日（木）　午前９時 30 分～
　場所：野尻町農村環境改善センター研修室
※日程については変更する場合がありますので、事前に事務局へご確認ください。

ホームページを開設しました。

ホームページの内容
　●協議会について
　　協議会とは？　３首長あいさつ　組織図
　　委員名簿　規約・規程　事務局紹介
　●協議会開催状況
　　開催日程　協議会資料・会議録
　　小委員会資料・会議録
　●協議会だより
　●お知らせ
　　協定項目一覧表、事務局ひとりごと等
　●リンク
　　小林市　高原町　野尻町　宮崎県
　　総務省　西諸広域　北霧島の各ＨＰ

http://toweb.city.kobayashi.lg.jp/ktn-gappei/

事務局体制が整いました。
　４月１日から小林市役所

４階に合併協議会事務局が

設置、小林市から４人、高

原町から３人、野尻町から

３人の職員が配置され、計

11 人 ( 臨時職員１人 ) の事

務局体制が整いました。

　事務局体制は総務、調整、

計画、システムの４グルー

プで編成し、合併協議が円滑に進むように日夜努力しています。地域の将

来について、住民の皆さんが一緒に考えていただけるような機運づくりを

していきますので、お気軽に事務局にお立ち寄りください。

　

４
月
は
新
入
学
、
新
社
会
人
、
新
年
度
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
新
た
な
ス
タ
ー
ト
の
月

で
す
。
合
併
協
議
会
も
４
月
か
ら
１
市
２
町

で
の
協
議
が
再
び
始
ま
り
ま
し
た
。
前
回
の

協
議
経
過
や
結
果
を
検
証
し
な
が
ら
、
住
民

の
皆
さ
ん
が
納
得
で
き
る
協
議
を
し
て
い
く

た
め
に
は
、
１
市
２
町
が
お
互
い
に
情
報
を

共
有
し
、
住
民
の
皆
さ
ん
が
地
域
の
将
来
に

つ
い
て
考
え
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
努
力
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
限
ら

れ
た
時
間
の
中
で
の
協
議
と
な
り
ま
す
が
、

事
務
局
も
で
き
る
限
り
の
努
力
を
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
春
に
新
芽
が
芽
吹
い
た
新
た
な
合
併
協

議
会
が
、
前
回
の
協
議
を
教
訓
（
肥
料
）
と

し
て
、
今
年
の
秋
か
ら
来
年
の
新
春
に
か
け

て
、
合
併
に
向
け
て
大
輪
の
花
を
咲
か
せ
る

こ
と
を
心
か
ら
祈
っ
て
い
ま
す
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ｔ
）

こ
ち
ら
編
集
室
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